
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９平成２９平成２９平成２９年度年度年度年度の進路の進路の進路の進路に関係する行事に関係する行事に関係する行事に関係する行事を紹介しますを紹介しますを紹介しますを紹介します    
 今年度は次のような行事を予定しています。進路だよりで行事の様子や関連の情報を随時紹介して 

いきます。 

 

４月 （高３）アセスメント情報カード配付    １０月 （高３）障害福祉サービス 

５月 （高３）障害者福祉サービス                支給申請開始（Ｂ型以外） 

支給申請開始（B型）     １１月 高等部現場実習（後期） 

６月 （高等部１組）校内実習、現場実習（前期） １２月 中学部作業強調週間 

 中学部作業強調週間                進路相談会（仮称） 

 ７月 技能競技大会                ２月 （高３）同窓会入会式 

８月 同窓会総会、成人を祝う会          ３月 （高３）サービス担当者会議 
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『うちの子』という視点で 

進路指導主事 宮野佳代子 

 

 子どもの５年後、１０年後の姿をイメージするのは難しいかもしれません。「先のことはまだ分か

らない」「社会情勢や事業所の実情は変わるのだろうから…」「高等部になってからじっくり考えよう」

ということを耳にすることがあります。しかし、高等部の３年間はあっという間に過ぎてしまいます。

高等部卒業を目前にした多くの親御さんが話します。 

 高等部では、事業所見学や現場実習を計画的に行っていますが、決定までにはかなりの時間を要し

ます。その理由について、本人や保護者、事業所の２つの立場からお話しします。 

本人や保護者の立場としては、活動内容が物足りない、希望するサービスを受けられない等が挙げ

られます。事業所側としては、バリアフリーではない、室内スペースが狭いため車椅子だと移動が難

しい、定員がいっぱいである、さらに一般就労や就労継続支援の場合は、介助の度合いが大きい、仕

事をする上でのスキル面が不足している等が挙げられます。これらは実際に自分の目で見て、現場実

習を経験しなければ分からないことです。進路決定していくには高等部の３年間では足りないぐらい

です。 

スムーズに進路先を決めるためには、小学部、中学部段階から『うちの子』という視点でいろいろ

な情報を得られるようにアンテナを張ることが大切に思います。「うちの子はこんなことが得意だか

ら、将来はそういう仕事ができるところがいいな」「卒業した○さんは、△△事業所でこんなことを

している。うちの子にはどうだろか」「うちの子の場合、自宅近くの施設がいい。どんな施設がある

だろう。」等といった視点で考えてみてはどうでしょうか。進路に関することについて、知りたいこ

とや心配なことがありましたら、学級担任や進路指導担当へお話しください。（連絡帳でもかまいま

せん）。全力でサポートさせていただきます。 

 

  さて、今年度は１２月に全ての学部、学年を対象に進路に関する研修会を実施する予定です。保

護者の皆さんのニーズをもとに計画したいと考えていますので、後日アンケートにご協力くだ 

さいますようお願いします。 



 

 

 

 今春社会人となった卒業生は１０名です。全員が障害福祉サービスを利用し、社会人として、これま

でとは異なる環境で新しい生活をスタートさせたことと思います。 

 利用している事業所とサービスは次のとおりです。 

※印の事業所は「基準該当事業所」です。介護保険法の高齢者向けの施設で、障害者も受け入れている

事業所です。  

 事業所名（所在地） サービス 

Ａさん ジョブセンターあらた（酒田市）、ひょっこり島

（酒田市）の併用 

就労移行支援 

Ｂさん、Ｃさん アキタネット（秋田市東通） 就労継続支援Ｂ型 

Ｄさん 更生訓練センター（秋田市新屋） 自立（機能）訓練 

Ｅさん、Ｆさん 聖和（秋田市川元）、よつ葉（秋田市上北手）、 

ウェルビューいずみ老人デイサービス※（秋田市

泉）の併用 

生活介護 

Ｇさん 聖和、よつ葉の併用 

Ｈさん 聖和 

Ｉさん ワークステーション湯田・沢内（西和賀町） 

Ｊさん あきた病院（由利本荘市） 療養介護 

 

 

 

 

 秋田市障がい福祉課では「障がい者のためのくらしのしおり」を刊行しています。身体や知的、精神障害の

ある方のための、様々なサービスが記載されています。秋田市のホームページから見ることができます。また、

希望者には配付しているそうですので、ご希望の方は秋田市障がい福祉課に 

お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

※平成２８年６月刊行のため、現在の施設等については学級担任を通して学校にお問い合わせください。 

    進路について知りたいことはありませんか？進路について知りたいことはありませんか？進路について知りたいことはありませんか？進路について知りたいことはありませんか？    不安に思っていることや分からないことはありませんか？不安に思っていることや分からないことはありませんか？不安に思っていることや分からないことはありませんか？不安に思っていることや分からないことはありませんか？    

就職や進学のこと、就職や進学のこと、就職や進学のこと、就職や進学のこと、進路学習や実習のこと、身近な施設や福祉サービスのこと、卒業生の様子や制度のこと進路学習や実習のこと、身近な施設や福祉サービスのこと、卒業生の様子や制度のこと進路学習や実習のこと、身近な施設や福祉サービスのこと、卒業生の様子や制度のこと進路学習や実習のこと、身近な施設や福祉サービスのこと、卒業生の様子や制度のこと

など、知りたいことや疑問に思っていることがありましたら、学級担任までなど、知りたいことや疑問に思っていることがありましたら、学級担任までなど、知りたいことや疑問に思っていることがありましたら、学級担任までなど、知りたいことや疑問に思っていることがありましたら、学級担任までぜひぜひぜひぜひお知らせください。お知らせください。お知らせください。お知らせください。    

「障がい者のためのくらしのしおり」をご存じですか？ 

このような情報が 

掲載されています。 

必要なサービスは、目的別の目次で探せるようになっています。 

総合相談窓口、手帳、障害者総合支援法のサービス、障害児通所支援、日常生活の支援、 

医療費の助成、手当・年金、税金の控除・減免、公共料金などの割引・助成、 

文化・レクリエーション、教育・就労、くらしに役立つ情報、施設・事業所・団体案内 

サービスについては、

「進路のてびき」６・

７ページに詳しくあ

ります。ぜひ見てみて

ください。 


